
課題（１）：政策・方針決定過程への女性の参画の促進

①「入間市審議会等の設置
及び運用に関する指針」の周
知徹底

・庁内ホームページへの掲載

3

　一つの審議会等の委員のうち女性委員の
割合は、委員定数の30 パーセント以上とする
こととし、各課に努力していただいた。

　今後もポータルアイの「ファイル管理」に掲
載することにより周知徹底を行い、特別な理
由がないかぎり女性委員が30%以上になるよ
う努める。

企画課

②専門知識、技術を有する女
性の登用促進

・女性リーダー養成講座修了者
等から3名推薦 5

　女性リーダー養成講座修了者を推薦するこ
とにより女性の登用と参画の促進に寄与でき
た。

　今後も女性リーダー養成講座修了者を始め
人材の推薦に努めていく。

人権推進課（男
女共同参画推
進センター）

③審議会等の委員の公募の
推進

・「入間市審議会等の設置及び運用に関す
る指針」の周知

3

　現在、審議会等委員の公募については企
画課で所管している指針に基づき運用されて
いるが、　男女共同参画推進センターでも問
い合わせがあれば指針について説明してい
る程度にとどまっている。

　引き続き、より効果的な周知の方法を検討
する。 人権推進課（男

女共同参画推
進センター）

④審議会等における性別に
偏りのない運営の促進

・「入間市審議会等の設置及び運用に関す
る指針」の周知
・審議会等へ女性リーダー養成講座修了者
等から3名推薦

3

　男女共同参画推進センターでは、女性リー
ダー養成講座修了者を主に委員の推薦を実
施している。

　女性リーダー養成講座修了者名簿の
登載を積極的に進めていく。 人権推進課（男

女共同参画推
進センター）

⑤審議会等開催時における
託児支援策の研究

・男女共同参画推進センター保育ボランティ
ア

2

　男女共同参画担当課主催の事業であ審議
会開催時に託児支援が必要であれば保育ボ
ランティアを依頼することができるが、他部署
が主催であると運営上難しい。

　　審議会も含め、市が実施する事業へ
男女共同参画推進センター保育ボラン
ティアを活用することについては、必要
性は感じるが、今の段階でセンターで一
括運営することは難しいと考える。

人権推進課（男
女共同参画推
進センター）

・企業人権問題講演会では、ウーマノミクス
と女性活躍推進法について触れ、先進企業
の紹介をした。
参加人数：７１名

2

　企業人権問題講演会では、女性活躍推進
法をテーマとし開催した。今後、先進事例につ
いて研究し、各企業に提供できるよう準備す
る。

　入間市工業会等で紹介できるよう先進事例
を収集する。
　市内企業が策定した女性活躍推進法に基
づく行動計画の情報収集を行う。

商工観光課

・男女共同参画推進センターホームページ
に埼玉県男女共同参画推進センター、内閣
府男女共同参画局等のホームページをリン
クし、紹介

2

　埼玉県、国等の情報を活用することにより
情報提供するにとどまっている。

　引続き、より効果的な紹介方法を検討する
必要がある。 人権推進課（男

女共同参画推
進センター）

・２部構成の企業人権問題講演会を行い、
１部では人権問題について、２部ではウー
マノミクスと女性活躍推進法に関する講演
を開催した。
参加人数：７１名
・国・県等の各関係機関からの啓発リーフ
レット等の資料を庁舎内に掲示している。

4

　企業人権問題講演会の参加者数が前年と
比較して２５名減となった。内容についてアン
ケートを行い、参加者から意見を集めた。講
演会の内容については良いという意見が多
く、ウーマノミクスについても更に知りたいとの
意見があった。
　庁舎内における資料掲示を通じ情報提供・
啓発を行った。

　今後更に企業経営者・人事担当者への参
加を促す方策を検討する。
　啓発資料や案内などを配信し、啓発に努め
る。

商工観光課

・男女共同参画推進センターホームページ
に埼玉県男女共同参画推進センター、内閣
府男女共同参画局等のホームページをリン
クし、紹介

2

　埼玉県、国等の情報を活用することにより
情報提供することにとどまっている。

　企業等を対象とした啓発について、県ウー
マノミクス課や市商工観光課、商工会との連
携を強化する必要がある。

人権推進課（男
女共同参画推
進センター）

・市民活動センターには男女共同参画推進
センターも併設されているため、特別に女
性の参画拡大の啓発をしていないが、自然
と啓発がなされている

3

　市民活動センター登録団体による登録団体
交流会を開催しているが、開催の主体となっ
て活動する運営委員会のメンバーにおいては
半数以上が女性である。

　団体は多様な意見の折り合いで活動してお
り、直接的な啓発が却って反発や混乱を惹起
することも懸念される。市民活動センターと男
女共同参画推進センターが併設されている環
境を活かして、自然な啓発に努めていく。

自治文化課

・社会教育委員会議における女性委員の選
出 4

　定数15名に対する女性委員の選出を5名以
上とし、女性参画拡大に努めた。

　今後も継続、充実していく。
社会教育課

11 33 （合計点／事業数）＝ 3.0

0

●管理職・審議会などへの
女性の登用と参画の促進

⑥女性管理職登用の先進事
例の紹介

⑦企業経営者等を対象とした
啓発の実施

⑧市民団体等における女性
参画拡大の啓発の実施

基本目標【４】：政策・方針決定過程への男女共同参画

施策の方向 主な取組 平成28年度事業実績 平成28年度事業評価 今後の展望 担当課

平成２８年度第３次いるま男女共同参画プラン実施状況

1



①女性リーダー養成講座の
充実

・全4回の内容で実施
参加者数延べ18名

4

　昨年度に引続き、女性リーダー養成講座を
実施し1名を名簿に登録した。また、名簿登録
者3名を審議会等に委員として推薦した。

　今後も、講座内容の充実に努めると共に審
議会等への委員推薦などフォロ－アップに努
めていく。

人権推進課（男
女共同参画推
進センター）

②女性リーダーに関する情
報のネットワーク化の検討

・女性リーダー養成講座修了者名簿の整理

3

　登録されている女性リーダー養成講座修了
者で現在活動可能な人材を確認した。

　さらに女性リーダー養成講座修了者名
簿への登載を進める。 人権推進課（男

女共同参画推
進センター）

実績なし

1

　女性管理職（H28.4.1現在）は、次長職1人、
課長職5人、主幹職26人（保育所長10人含
む）の計32人であるが、職種や業務内容等が
相違していることから職種共通の意見交換
テーマなどに難しい面があるため、実施でき
ていない。

　効果的な意見交換の場の提供や自主的な
意見交換など、どのような方法があうのか研
究していく。

人事課

実績なし

1

- 　市内企業が策定した女性活躍推進法に基
づく行動計画の分析を行う。
　勤労福祉センターの活用を検討する。 商工観光課

・庁内女性管理職の情報交換会（任意）参
加

3

　昨年度に続き、女性管理職の情報交換会に
参加し、情報収集や意見交換することができ
た。

　今後も、庁内では女性管理職の情報交
換会を中心におこなっていくが、庁外に
ついては、方策を検討する必要がある。

人権推進課（男
女共同参画推
進センター）

④管理職を対象に女性職員
育成を目的とした研修の推進

実績なし

1

　管理職に対しては、管理職の役割として人
材育成の大切さについて人事評価を通じて認
識を高めている。また、女性職員の育成に対
する意識付けについても図っている。

　今後も、機会を捉え、女性職員の育成を目
的として、効果的な派遣研修や特別研修に取
り組んでいく。 人事課

・女性のキャリアプラン研修を実施し、24名
が受講した。

4

　管理職の役割を理解し、今までのキャリア
から管理職を目指し、活躍できるスキルを身
につけることができた。

　今後も継続して実施していく。

人事課

・庁内女性職員情報交換会においてセン
ター主催事業等の周知に努めた

3

　女性のエンパワーメントと人材の育成につ
いて啓発を図ることができた。

　職員課など関係課に管理職を目指す女性
支援について働きかけていく。 人権推進課（男

女共同参画推
進センター）

・２部構成の企業人権問題講演会を行い、
１部では人権問題について、２部ではウー
マノミクスと女性活躍推進法に関する講演
を開催した。
参加人数：７１名
・国・県等の各関係機関からの啓発リーフ
レット等の資料を掲示した。

4

　企業人権問題講演会では、ウーマノミクスと
女性活躍推進法をテーマとして扱った。
　庁舎内における資料掲示を通じ情報提供・
啓発を行った。

　企業人権講演会を今年も開催する。
　女性活躍推進法の周知に努める。経営者
等を対象に女性活躍に関するセミナーを開催
する。

商工観光課

・男女共同参画推進センターホームページ
に埼玉県男女共同参画推進センター、内閣
府男女共同参画局等のホームページをリン
クし、紹介 2

　昨年度と同様に埼玉県、国等の情報を活用
することにより情報提供することにとどまっ
た。

　県ウーマノミクス課や市商工観光課、商工
会との連携して方策を検討する必要がある。

人権推進課（男
女共同参画推
進センター）

10 26 （合計点／事業数）＝ 2.6

0

●女性のエンパワーメントと
人材の育成

③女性管理職の意見交換の
場の提供

⑤管理職を目指す女性を支
援するプログラムの検討

⑥企業経営者等を対象とした
啓発と女性管理職登用の検
証と促進

2


